
参議院選挙制度に関する意見書

参議院選挙制度については、平成２１年９月に出された、平成１９年参議
院議員選挙に関する最高裁判所の判決において、４．８６倍の最大較差が合
憲とされたものの、「投票価値の平等という観点からは、なお大きな不平等が
存する状態であり、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性を十
分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」とされ、投票価値の
平等が重要視されている。
また、本年１１月に出された、平成２２年参議院議員選挙に関する東京高

等裁判所の判決においては、「本件選挙の時点において、本件定数配分規定に
基づく選挙区間の有権者数の最大較差が４．９９ないし５．００であった状
態は、国会の裁量権の限界を超えたものというべきであり、既に本件定数配
分規定が違憲の瑕疵を帯びていたと判断せざるを得ない」とされており、定
数配分規定について違憲と判断されたところである。
こうした判決を踏まえ、参議院においては、本年１０月、平成２５年の通

常選挙に向け、「選挙制度の改革に関する検討会」を発足させることを決定し
ている。
また、一部の政党においても、参議院選挙制度の改革について具体的に検

討がなされているところである。こうした議論においては、定数較差の是正
が最大の課題となっているが、国会には様々な地域から様々な人々の声が届
く必要があり、幅広い国民の意見が届く仕組みという観点も選挙制度を見直
すうえで大変重要である。
よって、今後、国において、選挙制度の改革案を検討される際には、定数

較差の是正の観点のみならず、幅広い国民の意見の反映という観点も含め総
合的に検討されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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